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横断歩行者等妨害等違反 

違反点数 2 点 

反 

則 

金 

則 大型 12,000 円 

中型 9,000 円 

二輪 7,000 円 

原付 6,000 円 
 

交通違反の種類 罰則等 改正前 改正後 

 
●携帯電話使用等

（保持） 
※交通の危険(交

通事故)を伴わない

違反 
・携帯電話を手に持

っての通話 
・携帯スマホの操作 
・カーオーディオ等

の操作 
・物を拾う    等 

 
罰  則 

 
５万円以下

の罰金 

6 月以下の

懲役または

10 万円以

下の罰金 

違反点数 1 点 ３点 

反 

則 

金 

大型 7、０００円 25,000 円 

中型 6,000 円 18,000 円 

二輪 6,000 円 15,000 円 

原付 5,000 円 12,000 円 
 
 
 
 
●携帯電話使用等

（交通の危険） 
※交通の危険(交

通事故)を伴う違反 
 

 
 

罰 則 

3 月以下の

懲役または

5 万円以下

の罰金 

1 年以下の

懲役または

30 万以下

の罰金 

違反点数 2 点 
6 点 

（免許停止） 

反 

則 

金 

大型 12,000 円 
 
反則金制度

をなくし、即

刑事手続き

対象へ 

中型 9,000 円 

二輪 7,000 円 

原付 6,000 円 

（一社）長崎県安全運転管理協議会 
〒852-8034 

   長崎市城栄町 41-75 
   TEL 095-865-6530 
   FAX 095-865-6525 

12 月 1 日～ 
ながら運転の厳罰化！ 

罰則等 3 倍に!! 
※運転中のスマホ等の使用

に注意！ 

「信号機のない横

断歩道における歩

行者優先」を怠っ

たら！ 

信号機のない横断

歩道で、歩行者が渡

ろうとしている時の事

故過失の割合は、 
特別な状況を除き 
自動車側の責任が

ほぼ 100%! 
 

安全運転管理協議会 
一般社団法人へ 

組織改編 
令和元年 10 月 1 日 


